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兵庫県告示第26号  

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、医

療を担当する機関を次のとおり指定した。 

  平成28年１月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定医療機関 

名 称 所在地 指定年月日 

魚住訪問看護ステーション 明石市魚住町長坂寺816―33 平成27年10月15日 

それいゆ訪問看護ステーション朝霧 同 市東朝霧丘33―５  同 年11月１日 
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発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 
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つばめ訪問看護リハビリステーション 同 市魚住町清水137―17  同 年12月７日 

吉田薬局芦屋店 芦屋市船戸町３―24―１  同 年10月１日 

永松クリニック 同 市松ノ内町10―18  同 年11月１日 

芦屋浜歯科クリニック 同 市高浜町６―１ アステムショッピングプラザ２階 同 

かなやま歯科医院 伊丹市北伊丹８―260―１ ランティス伊丹北１階 平成27年10月７日 

ヒラマツ薬局 同 市中央２―８―23  同 年11月１日 

フタバ薬局伊丹野間店 同 市野間３―１―22   同  月４日 

木下歯科 同 市稲野町６―86 平成27年11月12日 

ウイング調剤薬局 同 市伊丹１―10―１   同  月17日 

アゼリア調剤薬局 たつの市御津町中島1664―４ 平成27年８月１日 

近畿調剤宝塚寿町薬局 宝塚市寿町８―24  同 年11月１日 

アイン薬局宝塚店 同 市安倉北２―１―33 同 

ハローデンタルクリニック緑が丘 三木市緑が丘町東２―１―３―２Ｆ―202号 同 

みうら薬局高砂店 高砂市米田町塩市１―15 同 

ステラ川西薬局 川西市栄根２―６―32―303 同 

あかしあ薬局 三田市あかしあ台１―49―１ 同 

医療法人社団ウスキ医院 宍粟市山崎町山田185―２ 同 

池田デンタルクリニック 佐用郡佐用町上月577 平成27年５月１日 

 

 

兵庫県告示第27号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、

次の指定医療機関から廃止の届出があった。 

  平成28年１月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

廃止の届出があった指定医療機関 

名 称 所在地 

永松クリニック 芦屋市東芦屋町６―22 

アステム歯科クリニック 同 市高浜町６―１ アステムショッピングプラザ２階 

かなやま歯科医院 伊丹市北伊丹８―251―１ ルミエール北伊丹２階 

ヒラマツ薬局 同 市中央２―８―23 

有限会社光明堂薬局 宝塚市光明町８―38 

アイン薬局宝塚店 同 市安倉北２―１―33 

みうら薬局高砂店 高砂市米田町塩市１―13 
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ステラ川西薬局 川西市栄根２―６―32―303 

ウスキ医院 宍粟市山崎町山田185―２ 

池田歯科医院 佐用郡佐用町上月577 

 

 

兵庫県告示第28号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第51条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定によ

り、次の指定医療機関から辞退の届出があった。 

  平成28年１月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

辞退の届出があった指定医療機関 

名 称 所在地 

医療法人社団ＴＤＣタバタデンタルクリニック 芦屋市船戸町10―18 マグナスビル１Ｆ 

 

 

兵庫県告示第29号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定

により、居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防

支援計画の作成又は介護予防福祉用具の給付を担当する機関を次のとおり指定した。 

  平成28年１月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定介護機関 

名 称 所在地 開設者 開設者所在地 指定年月日 

特定非営利活動法人宅

老所やじろべえ 

明石市大久保町西島391

―４ 

ＮＰＯ法人宅老所やじ

ろべえ 

明石市大久保町西島391

―４ 
平成27年10月１日 

ロジケアあしや 芦屋市津知町７―７ 株式会社ロジケア 芦屋市津知町７―７    同     

同  上 同  上 同  上 同  上 平成27年12月１日 

伊勢町の家 芦屋市伊勢町２―21 株式会社アイピア 
神戸市中央区加納町４

―８―17―４ 
 同 年10月26日 

ＷＥＬｎｅｔさんだ 三田市上井沢44―１ 
特定非営利活動法人ウ

ェルネットさんだ 
三田市上井沢44―１  同 年11月12日 

デイサービスわおん 朝来市石田431―１ 株式会社フロイデ 朝来市石田431―１  同 年10月27日 

 

 

兵庫県告示第30号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２及び中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号）第14条第４項の規定により、次の指定介護機関から名称等の変更、廃止及び休止の届出があった。 

  平成28年１月15日 
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兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 名称等の変更の届出があった指定介護機関 

名 称 所在地 開設者 開設者所在地 変更内容 

高齢者生協ケアステー

ションひだまり 
洲本市五色町都志253 

兵庫県高齢者生活協同

組合 

神戸市中央区八幡通３

―２―11 
所在地 

アイン薬局宝塚店 
宝塚市安倉北２―１―

33 

株式会社アインファー

マシーズ 

北海道札幌市白石区東

札幌五条２―４―30 
開設者名称 

淡路市社会福祉協議会

福祉用具レンタル事業

所 

淡路市志筑3119―１ 
社会福祉法人淡路市社

会福祉協議会 
淡路市志筑1424 所在地 

合同会社らいふケアプ

ラン 

宍粟市山崎町上寺309―

１―104号 

合同会社らいふケアプ

ラン 

宍粟市山崎町上寺309―

１―104号 
同  上 

太子町地域包括支援セ

ンター 
揖保郡太子町鵤280―１ 太子町長 揖保郡太子町鵤280―１ 同  上 

２ 廃止の届出があった指定介護機関 

名 称 所在地 開設者 開設者所在地 

永松クリニック 芦屋市東芦屋町６―22 
医療法人社団永松クリニッ

ク 
芦屋市東芦屋町６―22 

３ 休止の届出があった指定介護機関 

名 称 所在地 開設者 開設者所在地 

株式会社ケアマインド 川西市大和西５―24―２ 株式会社ケアマインド 川西市大和西５―24―２ 

 

 

兵庫県告示第31号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第

14条第４項の規定により、施術を担当する者を次のとおり指定した。 

  平成28年１月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定施術者 

施術所名称 所在地 施術者 住 所 指定年月日 

むらた鍼灸院 伊丹市西台１―７―21 村 田 政 幸 伊丹市西台１―７―21 平成27年12月11日 

訪問鍼灸専門ス

マイル治療院 

同 市野間２―１―30 パレ

北武庫之荘102 
渡 辺 久美子 

同 市野間２―１―30 パレ

北武庫之荘102 
 同 年11月２日 

株式会社ＴＮＫ

田中接骨院 
加古川市加古川町中津874―２ 田 中 修 作 

加古川市加古川町中津874―

２ 
 同 年10月14日 

真接骨院 同  市野口町長砂1353―10 大 磯 真 吾 同  市野口町長砂1353―11   同  月20日 

訪問医療マッサ

ージ 
川西市栄町７―13―406 野 中   繁 川西市栄町７―13―406 平成27年11月27日 
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兵庫県告示第32号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同法第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）

第14条第４項の規定により、次の指定施術者から廃止の届出があった。 

  平成28年１月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

廃止の届出があった指定施術者 

施術所名称 所在地 施術者 住 所 

田中接骨院 
加古川市加古川町美乃利143

―５ 
田 中 修 作 

加古川市加古川町中津874―

２ 

  

 

兵庫県告示第33号 

 家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第13条第１項の規定により、次のとおり家畜伝染病が発生した旨

の届出があった。 

  平成28年１月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 家畜伝染病の種類 ヨーネ病 

２ 家畜の種類 山羊 

３ 患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭数 患畜 1頭 

４ 発生場所 丹波市 

５ 発生年月日 平成27年12月11日 

６ その他参考となるべき事項 リアルタイムＰＣＲ検査により発見 

 

 

兵庫県告示第34号 

森林法（昭和26年法律第249号）第５条第５項の規定により、加古川地域森林計画、揖保川地域森林計画及び

円山川地域森林計画の一部を変更したので、次のとおり公表する。 

なお、この計画の一部変更は、公表の日からその効力を生ずるものとする。 

平成28年１月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 一部変更した地域森林計画区及び公表場所 

区分 計画期間 公表場所 

加古川地域森林計画の一部変更 
平成24年４月１日から 

平成34年３月31日まで 

兵庫県農政環境部農林水産局林務課 

神戸県民センター神戸農林振興事務所 

阪神北県民局阪神農林振興事務所 

東播磨県民局加古川農林水産振興事務所 

北播磨県民局加東農林振興事務所 

丹波県民局丹波農林振興事務所 

淡路県民局洲本農林水産振興事務所 
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揖保川地域森林計画の一部変更 
平成26年４月１日から 

平成36年３月31日まで 

兵庫県農政環境部農林水産局林務課 

中播磨県民センター姫路農林水産振興事

務所 

西播磨県民局光都農林振興事務所 

円山川地域森林計画の一部変更 
平成27年４月１日から 

平成37年３月31日まで 

兵庫県農政環境部農林水産局林務課 

但馬県民局豊岡農林水産振興事務所 

但馬県民局朝来農林振興事務所 

２ 一部変更年月日 

  平成27年12月28日 

 

兵庫県告示第35号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から次のように保安林の指定をする予定

である旨の通知があった。 

  平成28年１月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 保安林予定森林の所在場所 

豊岡市但東町佐田字大谷167、字亀谷200の１、200の３、200の４、200の８、200の14、200の15、字小亀谷

207の１、字ヲゾ谷212の１ 

２ 指定の目的 

  水源の涵
かん

養 

３ 指定施業要件 

 (1) 立木の伐採の方法 

  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森づくり課、但馬県民局豊

岡農林水産振興事務所及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第36号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第29条の規定により、農林水産大臣から次

のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。 

  平成28年１月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

多可郡多可町八千代区大屋字西内山348の24から348の27まで 

２ 保安林として指定された目的 

  水源の涵
かん

養 

３ 変更後の指定施業要件 

 (1) 立木の伐採の方法 

  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 
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次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森づくり課、北播磨県民局

加東農林振興事務所及び多可郡多可町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第37号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第29条の規定により、農林水産大臣から次

のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。 

  平成28年１月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

多可郡多可町八千代区大屋字西内山348の20・348の52（以上２筆について次の図に示す部分に限る）、348

の73 

２ 保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

３ 変更後の指定施業要件 

 (1) 立木の伐採の方法 

  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

    字西内山348の20（次の図に示す部分に限る。） 

  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森

づくり課、北播磨県民局加東農林振興事務所及び多可郡多可町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第38号 

 建設業法（昭和24年法律第100号）第12条の規定による廃業等の届出があったので、同法第29条第１項の規定

に基づき、次の建設業者の許可を取り消した。 

  平成28年１月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

商号又は名称及び 

代表者氏名 
主たる営業所の所在地 許可番号 

取り消した建設業 処分の原因と

なった事実 
取消年月日 

区分 種      類 

昌栄電工社 

㈹児下 昌司 

神戸市東灘区本山南町

２―13―18 

般－23 

第100629号 

一般 電気工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

平成27年８月９日 

三和トラスト㈱ 

㈹稲葉 守 

同 市中央区琴ノ緒町

２―２―７ 

般－24 

第116232号 

一般 塗装工事業 建設業の廃止

（一部廃業） 

同 年９月28日 

丸与タイル㈱ 

㈹本澤 雅美 

同 市同 区旭通３―

４―10 

般－22 

第114690号 

一般 大工工事業 建設業の廃止

（一部廃業） 

同 年10月１日 

㈱ＧＧＭ 

㈹小川 昌樹 

同 市同 区山本通４

―25―４ トーカンキ

ャステール102 

般－23 

第115931号 

一般 建築工事業、大工工事

業、タイル・れんが・

ブロツク工事業、内装

仕上工事業 

建設業の廃止

（全部廃業） 

同 年11月５日 

アトム・ジョナサ

ン㈱ 

㈹中務 良一 

同 市北区東有野台３

―３―４ 

般－22 

第115827号 

一般 電気工事業 建設業の廃止

（一部廃業） 

同 年10月21日 

安井興業 

㈹安井 大樹 

同 市須磨区白川字休

間ヶ谷893―１ 

般－27 

第115692号 

一般 とび・土工工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

同 年11月２日 
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小林電気工業㈱ 

㈹魚住 直之 

同 市垂水区上高丸３

―５―21  

般－24 

第109516号 

一般 消防施設工事業 建設業の廃止

（一部廃業） 

同 年９月30日 

アイ・エス・シー

工業㈱ 

㈹松下 千鶴 

同 市同 区下畑町字

神ノ脇429―１ 

般－25 

第116457号 

一般 建築工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

同 年10月１日 

㈲藤保 

㈹藤原 保己 

同 市西区平野町中津

1338―119 

般－23 

第113624号 

一般 土木工事業、建築工事

業、左官工事業 

建設業の廃止

（全部廃業） 

平成26年３月31日 

田中ガラス 

㈹田中 勝 

同 市同区押部谷町福

住585―３ 

般－24 

第103326号 

一般 ガラス工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

平成27年３月31日 

㈱春名工務店 

㈹山田 繁男 

同 市同区伊川谷町有

瀬696―47 

特－23 

第100076号 

特定 建築工事業 建設業の廃止

（一部廃業） 

同 年７月21日 

木下建設 

㈹木下 浩 

同 市同区玉津町今津

106―１ 

般－24 

第116195号 

一般 建築工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

同 年８月19日 

牛田組 

㈹河野 健二 

尼崎市南武庫之荘７―

７―７ 

般－25 

第215605号 

一般 大工工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

同 年11月５日 

山本工業 

㈹山本 宗造 

同 市南塚口町７―16

―17 

般－26 

第215951号 

一般 土木工事業、とび・土

工工事業、石工事業、

鋼構造物工事業、ほ装

工事業、しゆんせつ工

事業、水道施設工事業 

建設業の廃止

（全部廃業） 

同 年６月23日 

奥友建設㈱ 

㈹榎並 收 

同 市南武庫之荘９―

11―48 

般－25、26 

第215632号 

一般 左官工事業、屋根工事

業、タイル・れんが・

ブロツク工事業、鉄筋

工事業、板金工事業、

ガラス工事業、防水工

事業、内装仕上工事

業、熱絶縁工事業、建

具工事業 

建設業の廃止

（一部廃業） 

同 年10月１日 

㈱中勝建設 

㈹金 美惠子 

同 市上ノ島町２―２

―22 

般・特－23 

第212146号 

特定 とび･土工工事業、石

工事業、鋼構造物工事

業、ほ装工事業、しゆ

んせつ工事業、塗装工

事業、水道施設工事業 

建設業の廃止

（一部廃業） 

同 年11月１日 

㈲倉八興産 

㈹三好 二郎 

同 市武庫之荘本町１

―５―13 

般－23 

第208302号 

一般 建築工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

同  月６日 

共栄建設㈱ 

㈹奥野 哲男 

同 市塚口本町２―36

―12 

般－24 

第208938号 

一般 建築工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

同 

㈱今里天晴園 

㈹今里 和美 

芦屋市西山町15―７ 般－27 

第211612号 

一般 土木工事業 建設業の廃止

（一部廃業） 

平成27年11月３日 

㈱深津工務店 

㈹深津 泰孝 

伊丹市西野５―323 般－25 

第301911号 

一般 塗装工事業、防水工事

業 

建設業の廃止

（一部廃業） 

平成26年10月21日 

㈱宝塚電業社 

㈹北川 洋司 

宝塚市伊孑志３―２―

28 

般－23、26 

特－23 

第211490号 

一般 管工事業 建設業の廃止

（一部廃業） 

平成27年11月16日 

川西技建工業㈲ 

㈹金山 一 

川西市東畦野１―９―

７ 

般－24 

特－24、25 

第301302号 

一般 造園工事業 建設業の廃止

（一部廃業） 

同 年10月21日 

㈱坂平組 

㈹坂平 高志 

明石市大久保町大窪

2745―６ 

特－24 

第403283号 

特定 建築工事業、大工工事

業、左官工事業、屋根

工事業、タイル・れん

が・ブロツク工事業、

鉄筋工事業、板金工事

業、ガラス工事業、防

水工事業、内装仕上工

事業、熱絶縁工事業、

建具工事業 

建設業の廃止

（一部廃業） 

 同 年３月20日 
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兵庫県告示第39号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、尼崎市から次のと

おり公共測量を実施する旨の通知があった。 

平成28年１月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（１級水準測量） 

２ 作業期間 

平成28年１月６日から同年３月31日まで 

３ 作業地域 

尼崎市内一円 

 

兵庫県告示第40号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、伊丹市から次のと

おり公共測量を実施する旨の通知があった。 

平成28年１月15日 

㈲ジェイ企画デー

タ 

㈹松下 弘昭 

加古川市平岡町一色東

２―22 Ａｒｋ一色Ａ

―１ 

般－27 

第407034号 

一般 電気工事業 建設業の廃止

（一部廃業） 

同 年９月14日 

鈴木工業 

㈹鈴木 剛史 

同  市野口町古大内

349―31 

般－25 

第406868号 

一般 管工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

同 年11月18日 

高橋造園 

㈹高橋 光成 

高砂市高砂町朝日町１

―９―７ 

般－23 

第405782号 

一般 土木工事業、とび・土

工工事業、造園工事業 

建設業の廃止

（全部廃業） 

同  月２日 

大西電設 

㈹大西 達也 

姫路市飾磨区上野田４

―335―５ 

般－24 

第460972号 

一般 電気工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

平成27年６月23日 

㈱リフォーム兵庫 

㈹河野 隆志 

同 市東今宿３―11―

２ 

般－27 

第459274号 

一般 大工工事業、屋根工事

業、タイル・れんが・

ブロツク工事業、鋼構

造物工事業、内装仕上

工事業 

建設業の廃止

（一部廃業） 

同 年９月30日 

ＭＩＳＡＫＩイン

ダストリー㈱ 

㈹福本 勝一 

同 市南条396 般－22 

第460181号 

一般 熱絶縁工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

同 

㈱ＯＳ・ＵＰ 

㈹岡田 輝美 

同 市玉手３―631 般－22 

第406226号 

一般 管工事業 建設業の廃止

（一部廃業） 

平成27年10月１日 

㈱報友ホーム 

㈹藤沢 安子 

同 市田寺７―４―３ 般－24・25 

第458703号 

一般 土木工事業、建築工事

業 

建設業の廃止

（全部廃業） 

同  月30日 

㈱越田組 

㈹越田 寛 

同 市城北本町13―５ 特－23 

第450188号 

特定 土木工事業、建築工事

業 

建設業の廃止

（全部廃業） 

同  月31日 

㈱あおい 

㈹沼本 美英 

同 市白国４―９―11

―208 

般－25 

第461127号 

一般 鋼構造物工事業、ほ装

工事業、塗装工事業、

水道施設工事業 

建設業の廃止

（一部廃業） 

同 

㈱西川製畳所 

㈹西川 雅敏 

たつの市揖保川町新在

家362 

般－24 

第503054号 

一般 内装仕上工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

同 

片桐建材 

㈹片桐 吉之 

洲本市宇原299―１ 般－24 

第801804号 

一般 土木工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

平成27年11月27日 

松本サッシセンタ

ー 

㈹松本 吉二 

南あわじ市市三條1245

―４ 

般－22 

第801885号 

一般 建具工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

同  月４日 
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兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（道路台帳図データ更新） 

２ 作業期間 

平成28年１月14日から同年３月31日まで 

３ 作業地域 

伊丹市の一部 

 

兵庫県告示第41号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。 

 その関係図書は、丹波県民局丹波土木事務所まちづくり建築課において縦覧に供する。 

  平成28年１月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指 定 番 号 
指定年月日 

(平成年月日) 
位 置 

幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル） 

第Ｈ26丹波位置

0005号 
27.12.25 

篠山市大山上字猪ノ谷坪507番１の一部、507

番２の一部、508番１の一部、508番２の一部、

507番２地先水路 

6.00 87.28 

 
 

公 告 

 

入札公告 

 次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成28年１月15日 

契約担当者            

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 調達内容 

 (1) 調達役務 

   平成28年度宅配便運送業務 予定数23,476個 

 (2) 調達役務の規格、品質及び性能等 

   契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

 (3) 履行期間 

   平成28年４月１日（金）から平成29年３月31日（金）まで 

 (4) 履行場所 

   日本国内 

 (5) 入札方法  

   上記(1)の役務について入札に付する。 

   落札決定後、入札金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約するので、入札者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する

金額で入札すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿に登

録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者

であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 
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 (3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい

ない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5) 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第３条の一般貨物自動車運送事業の許可を得た者である

こと。 

 (6) 全都道府県の区域内に貨物を配送することが可能な者であること。 

 (7) 暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規定する

暴力団員又は暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規定する暴

力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

３ 入札の参加申込み及び入札の方法等 

 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

   〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

         兵庫県企画県民部文書課文書管理班（直通電話 （078）362－3063） 

 (2) 参加申込みの期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 

   平成28年１月15日（金）から同月29日（金）まで（土曜日及び日曜日を除く。） 

   午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 入札・開札の日時及び場所 

   平成28年２月29日（月） 午後１時30分 兵庫県庁西館 １階大入札室 

 (4) 入札書の提出方法 

   上記(3)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。 

   なお、電子入札及び郵送等による入札は、受け付けない。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

   入札説明書に示す方法に従って計算した送料見込額（以下「送料見込額」という。）の100分の５以上の

額の入札保証金を平成28年２月25日（木）午後５時までに納入しなければならない。ただし、保険会社と

の間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出

すること。 

 (3) 契約保証金 

   送料見込額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保

険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合には、当該保険証書を契約保証金に

代えて提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

  ア この一般競争入札への参加を希望する者は、入札参加申込書を平成28年１月29日（金）午後５時まで

に前記３(1)の場所に提出すること。 

  イ 入札者は、入札・開札日の前日までの間において、上記アの提出書類に関し説明を求められた場合は、

これに応ずること。  

 (5) 入札に関する条件 

  ア 所定の入札日時に入札書を入札箱に投入すること。 

  イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに提出されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成28年４月１日（金））まであること。 

  ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ 入札書に入札金額並びに入札者の記名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

  キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 
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  ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

  ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

   (ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

  コ 入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能であること。 

 (6) 入札の無効 

   本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書の作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で

最低の価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。ただし、契約担当者が当該価格によっては

その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結

することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、この

限りでない。 

 (9) その他  

   詳細は、入札説明書による。 

 

入札公告 

 次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成28年１月15日 

契約担当者            

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 調達内容 

 (1) 調達役務 

   平成28年度メール便運送業務 予定数64,270個 

 (2) 調達役務の規格、品質及び性能等 

   契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

 (3) 履行期間 

   平成28年４月１日（金）から平成29年３月31日（金）まで 

 (4) 履行場所 

   日本国内 

 (5) 入札方法  

   上記(1)の役務について入札に付する。 

   落札決定後、入札金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約するので、入札者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する

金額で入札すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿に登

録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者

であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい

ない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225
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号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5) 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第３条の一般貨物自動車運送事業の許可を得た者である

こと。 

 (6) 全都道府県の区域内に貨物を配送することが可能な者であること。 

 (7) 暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規定する

暴力団員又は暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規定する暴

力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

３ 入札の参加申込み及び入札の方法等 

 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

   〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

         兵庫県企画県民部文書課文書管理班 （直通電話 （078）362－3063） 

 (2) 参加申込みの期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 

   平成28年１月15日（金）から同月29日（金）まで（土曜日及び日曜日を除く。） 

   午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 入札・開札の日時及び場所 

   平成28年２月29日（月） 午後２時 兵庫県庁西館 １階大入札室 

 (4) 入札書の提出方法 

   上記(3)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。 

   なお、電子入札及び郵送等による入札は、受け付けない。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

   入札説明書に示す方法に従って計算した送料見込額（以下「送料見込額」という。）の100分の５以上の

額の入札保証金を平成28年２月25日（木）午後５時までに納入しなければならない。ただし、保険会社と

の間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出

すること。 

 (3) 契約保証金 

   送料見込額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保

険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合には、当該保険証書を契約保証金に

代えて提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

  ア この一般競争入札への参加を希望する者は、入札参加申込書を平成28年１月29日（金）午後５時まで

に前記３(1)の場所に提出すること。 

  イ 入札者は、入札・開札日の前日までの間において、上記アの提出書類に関し説明を求められた場合は、

これに応ずること。 

 (5) 入札に関する条件 

  ア 所定の入札日時に入札書を入札箱に投入すること。 

  イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに提出されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成28年４月１日（金））まであること。 

  ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ 入札書に入札金額並びに入札者の記名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

  キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

  ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

  ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 
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   (ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

  コ 入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能であること。 

 (6) 入札の無効 

   本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書の作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で

最低の価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。ただし、契約担当者が当該価格によっては

その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結

することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、この

限りでない。 

 (9) その他  

   詳細は、入札説明書による。 

 

県有地の一般競争入札による売払い 

 県有地を一般競争入札により売り払うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６の規定に

より、次のとおり公告する。 

  平成28年１月15日 

兵庫県知事 井 戸  敏 三  

１ 入札に付する県有地 

    売払物件 

物件 

番号 
所  在  地 

面  積 

（㎡） 
地  目 

予定価格 

（千円） 

入札保証金 

（千円） 

ス 赤穂郡上郡町上郡字町家ノ六886番 493.32 宅地 5,427 543 

セ 豊岡市九日市上町字サクラ653番14 2,340.54 雑種地 29,491 2,950 

ソ 洲本市由良三丁目1438番17 425.87 宅地 13,543 1,355 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

  次に掲げる者以外の者であること。 

 (1) 成年被後見人 
 (2) 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 
 (3) 民法（明治29年法律第89号）第17条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被

補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

 (4) 民法の一部を改正する法律（平成11年法律第149号）附則第３条第３項の規定によりなお従前の例によ

ることとされる同法による改正前の民法（明治29年法律第89号）第11条に規定する準禁治産者 
 (5) 民法第６条第１項の規定による営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な

同意を得ていない者 
 (6) 破産者で復権を得ない者 
 (7) 兵庫県における不動産の売却に係る契約手続において次の事項に該当すると認められる者で、その事実

があった後、２年間を経過しない者 
   なお、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様

とする。 
   ア 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しく

は不正の利益を得るために連合した者 
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   イ 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げた者 
   ウ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 
   エ アからウまでのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当たり代理

人、支配人その他の使用人として使用した者 
 (8) 暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規定する

暴力団員又は暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規定する暴

力団及び暴力団員と密接な関係を有する者 
 (9) 売払物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項

に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供しよう

とする者 
 (10) 破壊活動防止法（昭和27年法律第240号）に基づくところの破壊的団体及び当該団体の役員若しくは構

成員 
 (11) 日本語を完全に理解できない者 

 (12) 兵庫県インターネット公有財産売却ガイドライン並びにヤフー株式会社が定めるオークションに関連す

る規約及びガイドラインの内容を承諾しない、又は遵守できない者 

 (13) 公有財産の買受けについて一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有してい

ない者 

３ 入札参加申込み 

 (1) 仮申込み 

   一般競争入札に参加しようとする者は、あらかじめヤフー株式会社が提供するインターネット公有財産

売却システム（以下「公有財産売却システム」という。）により参加の仮申込みの手続を行うこと。 

 (2) 申込手続 

   一般競争入札の申込手続は、(1)により参加の仮申込手続を完了した後、(3)で掲げる受付期間内に所定

の申込書により兵庫県企画県民部管理局管財課財産管理班に一般競争入札への参加を申し込むものとする。 

   なお、申込みに当たっては、入札保証金を納付しなければならない。 

 (3) 受付期間 

平成28年１月15日（金）から同年２月４日（木）まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前９時から午後

５時まで。ただし、平成28年１月15日（金）にあっては午後１時からとする。 

郵送等の場合は、平成28年２月４日（木）消印有効とする。 

４ 入札説明書（兵庫県インターネット公有財産売却ガイドライン）及び契約条項を示す場所 

    〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

          兵庫県企画県民部管理局管財課財産管理班 

          電話（078）341－7711  内線2550・2551 

５ 入札期間、場所及び開札日時 

 (1) 入札期間 

   平成28年２月19日（金）午後１時から同月26日（金）午後１時まで 

 (2) 入札場所 

   公有財産売却システム上 

 (3) 開札日時 

   平成28年２月26日（金）午後１時経過後直ちに行う。 

６ 入札方法 

  公有財産売却システムにより入札価格を登録する（郵送による入札書の提出は認めない。）。 

  なお、この登録は１回に限り行うことができる。 

７ 入札保証金 

 (1) 入札保証金の額は、予定価格の100分の10以上で１の表中に掲げる額とする。 

 (2) 入札保証金は、入札する前に金融機関から指定口座へ振り込むこと。 

８ 入札に関する条件 

 (1) 公有財産売却システムにより入札価格を所定の日時までに登録していること。 

 (2) 所定の額の入札保証金が納付されていること。 

 (3) 入札者又はその代理人が同一事項について２以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理してし
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た入札でないこと。 

 (4) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

９ 入札の無効  

  入札参加資格がない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

10 入札についての照会先 

  兵庫県企画県民部管理局管財課財産管理班 

  電話（078）341－7711  内線2550・2551 

 

落札者等の公示 

一般競争入札の落札者等について、次のとおり公示する。 

平成28年１月15日 

契約担当者            

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 

健康生活科学研究所健康科学研究センターほか12庁舎で使用する電気  

予定数量 2,159,543キロワット時／年 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

兵庫県健康福祉部社会福祉局社会福祉課 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３ 落札者を決定した日 

平成28年１月４日 

４ 落札者の名称及び住所 

ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 東京都中央区日本橋本町３丁目７番２号 

５ 落札金額（税抜） 

40,989,224円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

平成27年11月20日 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  平成28年１月15日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  洲本市大野字平成1847番から1852番まで 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

  東京都千代田区飯田橋二丁目18番２号 

  ダイワロイヤル株式会社 代表取締役 原 田   健 

３ 許可年月日及び許可番号 

  平成27年12月15日 

  兵庫県指令淡路（洲土）（建）第１－２－３号（27洲本） 
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